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主要ニュース 

【内政】●６日，統一地方選挙（６月５日）に向けた選挙キャンペーンが開始された。 

【外政】●１２日，デヴェセルに設置された米ミサイル防衛システムが正式に運用を開始。記念式典には，

ルーマニア，米国，ＮＡＴＯから要人が出席した。これに対し，プーチン・ロシア大統領は，同

ミサイル防衛システムはロシアの安全保障に対する脅威とのなるものであるとの懸念を表明し

たが，ルーマニア政府はこれを根拠のないものとして非難，否定した。 

     ●チョロシュ首相は，戦略的パートナーシップに基づく二国間経済関係の一層の強化を目的として

米国を訪問し（２２－２５日），バイデン大統領と会談したほか，ヴィルサック農務長官，プリ

ツカー商務長官と会談した。また同首相は，フォード社をはじめとする米企業代表と意見を交換

した。 

【経済】 ●１日より、月額平均賃金が１，０５０レイ(約２３９ユーロ)から１，２５０レイ(約２８４ユー

ロ)に引き上げられた。 

         ●２０１６年第１四半期のＧＤＰ成長率は、対前年同期比４．３％（季節調整前），及び４．２％

（季節調整後），また対前期比では１．６％（季節調整後）。 

         ●１９日，ヨハニス大統領は，公共調達法（２０１６年法律第９８号）を承認する大統領令に署

名し，２３日に同法が官報告示された。 

【我が国との関係】●ルーマニア・アメリカ大学で日本文化紹介行事が開催された。 

 

内政

■統一地方選挙に向けた動き 

●市町村長選挙における決選投票制度導入の否決 

・４日，憲法裁判所は，市町村長選挙において決選投

票制度を導入することは選挙法上の要請ではないとし

て，同制度を導入しないことは違法であると主張する

訴えを退けた（憲法裁判所による同決定は１１日に確

定した）。 

 

●選挙キャンペーンの開始 

・６日，統一地方選挙（６月５日）に向けた選挙キャ

ンペーンが開始された。改正された地方選挙法により，

各候補，各政党が使うことができる選挙予算に上限が

設けられたほか，グッズ等の配布が禁止され，またＡ

３を超えるポスター党の貼り付けが禁止されたため，

本年の統一地方選挙は，かつてないほど静かな選挙戦

になったと言われている。 

 選挙キャンペーン開始に先立つ５日，ヨハニス大統

領は，国民に対してはよく考えて投票するよう，そし

て各候補者に対しては，違反のない選挙キャンペーン

を行うよう呼びかけた。 

 

■チョロシュ内閣閣僚の交替 

・４日，シュテウ文化相（前文化次官）が就任した。

アレクサンドレスク前文化相が，国立オペラ劇場総支
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配人の交代を巡る混乱の責任を取って辞任した（４月

２７日）ことを受けたもの。 

・９日，アキマシュ＝カダリウ保健相が辞任し，新た

な保健相を任命するまでチョロシュ首相が保健相代行

を兼務することとなった。同保健相の辞任は，Hexi 

Pharma 社の消毒薬を使用していたルーマニア国内の

多数の病院の衛生兼環境が基準を満たすものではなく，

またそれらの事実が公表されてこなかった件に対する

責任を取ったもの。 

・２０日，ヴォイクレスク保健相が就任した。報道に

よれば，ヴォイクレスク新保健相はウィーン経済・経

営大学卒の３３歳で，同大学卒業後もウィーンに留ま

り，財政コンサルタントとして，保健，エネルギー，

運輸分野における数多くのインフラ・プロジェクトの

国際的な資金調達に携わったとされる。 

 

■ズゴネア下院議長交代に向けた動き 

・４日，ズゴネア下院議長は，３日にＰＳＤから提出

された同議長交代請求に関し，下院規則第２６条は，

下院議長の交代は当該議長が所属している政党のみが

提案できると定めており，ＰＳＤから提出された同議

長交代請求は受理されるべきでない旨の書簡を下院常

設委員会に提出した（その後，ＰＳＤは，当該下院規

則を「下院議長の交代は当該議長を推薦した政党のみ

が提案できる」と改正したうえで，ズゴネア下院議長

を交代させようと試みているが，６月１０日現在，そ

うした試みは成功していない）。 

 

外政 

■主な要人往来 

・７日，ヨハニス大統領は，ルーマニアを訪問したブ

リンケン米国務副長官と会談した。このほか，ブリン

ケン副長官は，コマネスク外相等と会談した（下記「米

国関係」参照）。 

・１１日，ヨハニス大統領は，デヴェセルの米ミサイ

ル防衛システム正式運用開始記念式典に出席するため

にルーマニアを訪問したワーク米国防副長官と会談し

た。このほか，ワーク副長官は，コマネスク外相及び

モトク国防相とそれぞれ会談した（下記「米国関係」

及び「ミサイル防衛システム関係」参照）。 

１２日，ヨハニス大統領は，デヴェセルの米ミサイル

防衛システム正式運用開始記念式典に出席するために

ルーマニアを訪問したストルテンベルグＮＡＴＯ事務

総長と会談した（下記「ＮＡＴＯ関係」及び「ミサイ

ル防衛システム関係」参照）。 

・１４－１５日，チョロシュ首相は，ドイツを訪問し，

独企業代表等と会談した。 

・１７日，コマネスク外相は，ルーマニアを公式訪問

したカスリーディス・キプロス外相と会談した。この

ほか，カスリーディス外相は，チョロシュ首相を表敬

した。 

・１７－１８日，ヨハニス大統領は，リトアニアを国

賓訪問し，グリボウスカイテ・リトアニア大統領と会

談したほか，ブトケビチュウス首相及びグロウジニエ

ネ国会議長と会談した（下記「リトアニア関係」参照）。 

・１９－２０日，コマネスク外相は，ブリュッセルで

開催されたＮＡＴＯ外相理事会に出席した。 

・２２－２５日，チョロシュ首相は，米国を訪問し，

バイデン米副大統領と会談したほか，ヴィルサック農

務長官，プリツカー商務長官及びモニツ・エネルギー

長官と会談した。また，チョロシュ首相は，フォード

社を始めとする米企業関係者と会談した（下記「米国

関係」参照）。 

・２３日，コマネスク外相は，ブリュッセルで開催さ

れたＥＵ外務理事会に出席した。 

 

■モルドバ関係 

・６日，ヨハニス大統領は，２０１５年１０月に両国

政府間で合意されたモルドバに対する１５０百万ユー

ロの借款供与を可能とする法律に署名した。同法律は，

２０１５年１１月，モルドバにおける改革プロセスの

継続が不確かであるとして，大統領府から議会に差し

戻されていた。 

 

■米国関係 

●ブリンケン米国務副長官のルーマニア訪問 

・７日，ルーマニアを訪問したブリンケン米国務副長

官はコマネスク外相等と会談したほか，ヨハニス大統
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領を表敬した。会談のポイントは次のとおり。 

 

－コマネスク外相との会談，ヨハニス大統領表敬双方

における議題はほぼ同様のもので，①二国間関係（戦

略的パートナーシップの深化），②欧州・地域情勢（モ

ルドバ及びウクライナ情勢，エネルギー安全保障，移

民・難民問題），③安全保障（ＮＡＴＯワルシャワ首

脳会合）が主な議題。 

－ＮＡＴＯワルシャワ首脳会合に関し，ルーマニア側

が，ＮＡＴＯ東部方面における米軍を始めとするＮＡ

ＴＯ軍による（ローテーションによる）プレゼンスの

強化を強く求めたのに対し，ブリンケン副長官からは，

米 国 は Ｎ Ａ Ｔ Ｏ の 枠 組 み に お い て 応 分

（corresponding）のプレゼンス強化にコミットしてい

ると応じた。 

－ルーマニア，米国の双方は，ワルシャワ首脳会合に

おいて，ＮＡＴＯの弾道ミサイル防衛システムが初期

的稼働能力を有していることを宣言する（declaration 

of initial capacity）ことが重要との認識で一致。 

 

●ワーク国防副長官のルーマニア訪問 

・１１日，デヴェセルの米ミサイル防衛システム正式

運用開始記念式典に出席するためにルーマニアを訪問

したワーク米国防副長官はヨハニス大統領を表敬した

ほか，コマネスク外相及びモトク国防相とそれぞれ会

談した。会談のポイントは次のとおり。 

 

－ヨハニス大統領表敬ならびにコマネスク外相及びモ

トク国防相との会談における議題は，①戦略的パート

ナーシップに基づく二国間関係（デヴェセル空軍基地

への米ミサイル防衛システム設置を含む），②ＮＡＴ

Ｏワルシャワ首脳会合に向けての準備プロセスとして

の意見交換（ＮＡＴＯ東部方面・黒海地域における米・

ＮＡＴＯ軍のプレゼンス増強，ＮＡＴＯパートナー国

への支援），③ルーマニアによるＮＡＴＯの活動への

貢献（アフガニスタンへの派兵等）に大別。 

－ミサイル防衛システムの配備については，ルーマニ

ア要人からその防衛的性格が改めて表明された。 

－黒海におけるＮＡＴＯのプレゼンス増強を含むＮＡ

ＴＯ東部方面への米軍及びＮＡＴＯ軍のプレゼンス強

化については，ルーマニア側が米国による欧州再保証

イニシアティブを評価するとともにその実現を強く要

望したのに対し，ワーク副長官は二国間関係及びＮＡ

ＴＯの枠組みにおける米国のコミットメントを確認し

た。 

－ワーク副長官からは，ルーマニアによるＲＳＭ，Ｉ

ＳＩＬとの戦い等に対するコミットメントに対し謝意

が表明された。 

 

●チョロシュ首相の訪米 

・２２－２５日，チョロシュ首相は，両国間の戦略的

パートナーシップに基づく経済関係の一層の強化を目

的として米国を訪問し，バイデン米副大統領と会談し

たほか，ヴィルサック農務長官，プリツカー商務長官，

モニツ・エネルギー長官と会談した。また，チョロシ

ュ首相は，フォード社を始めとする米企業関係者と会

談した。それぞれの会談のポイントは次のとおり。 

 

【バイデン副大統領】 

－ＮＡＴＯワルシャワ首脳会合の準備プロセス，とり

わけＮＡＴＯ東部方面の強化，及び二国間経済関係に

ついて意見交換がなされた。 

 

【ヴィルサック農務長官】 

－ルーマニアの農業の可能性や、農業分野における米

国との協力可能性、加えて環大西洋貿易投資協定（Ｔ

ＴＩＰ）が与える二か国関係への影響につき協議した。 

 

【プリツカー商務長官】 

－ルーマニア側は、好調なルーマニア経済を強調。中

小企業におけるグッド・プラクティス・モデルを開発・

強化していくための協力が協議された。ルーマニア企

業の輸出能力を高める方策も近い将来明らかになる予

定。 

 

【モニツ・エネルギー長官】 

－ルーマニア側は、ルーマニアの多様なエネルギー資

源、またこれら資源を有効活用するための新技術を引
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き寄せることを目的とした戦略を示した。米国側は、

ルーマニア・エネルギー分野への米国企業の関心を強

調し、ルーマニアが地域におけるエネルギー資源中心

地になるための戦略を説明した。 

 

【フォード社訪問】 

－チョロシュ首相は，フォード社の研究開発センター

（デトロイト近郊）を視察した後，フィールズ・フォ

ード社ＣＥＯら経営陣と会談。会談後、チョロシュ首

相は、詳細を明らかにすることはできないがと断りつ

つ、フォード社は既に新たな投資を行うことを発表し

ており状況は非常にポジティブであると述べた。 

 

■ＮＡＴＯ関係 

・１２日，デヴェセルの米ミサイル防衛システム正式

運用開始記念式典に出席するためにルーマニアを訪問

したストルテンベルグＮＡＴＯ事務総長はヨハニス大

統領を表敬した。表敬のポイントは次のとおり。 

 

－主な議題は，①デヴェセル空軍基地への米ミサイル

防衛システムの配備，②黒海を含むＮＡＴＯ東部方面

へのＮＡＴＯのプレゼンス増強，③モルドバ，ウクラ

イナ，ジョージア等のＮＡＴＯ域外国に対する支援。

ストルテンベルク事務総長はルーマニアをＮＡＴＯの

確固たる同盟国と呼び，過去数年に亘るＮＡＴＯへの

貢献に謝意を表明した。 

－ミサイル防衛システムの配備については，両者とも，

同システムが特定の国に向けられたものではないこと

を強調し，ロシアの非難には根拠がないことを指摘。

ストルテンベルク事務総長はロシアとの建設的関係構

築の必要性に触れた。 

－ヨハニス大統領が，黒海への常設的なＮＡＴＯ艦隊

の創設を含む，ＮＡＴＯ東部方面・黒海地域へのＮＡ

ＴＯのプレゼンス増強を求めたのに対し，ストルテン

ベルク事務総長は，ルーマニアへのＮＡＴＯの２つの

司令部設置等を通じて，すでにＮＡＴＯは東部方面へ

のプレゼンスを増強してきていると応答。 

－ヨハニス大統領が，ウクライナ，モルドバ及びジョ

ージアに対する継続した支援の意図を表明したのに対

し，ストルテンベルク事務総長は，これら諸国に対す

るルーマニアの支援を評価。 

 

■ミサイル防衛システム関係 

・１２日，デヴェセル空軍基地（ルーマニア南西部）

内の米海軍関連施設に設置された米ミサイル防衛シス

テムの正式運用が開始され，同日，同基地で執り行わ

れた式典には，ルーマニア，米国及びＮＡＴＯから要

人が出席した。 

 

●概要 

－デヴェセル空軍基地に配備されたミサイル防衛シス

テムの正式名称は「在ルーマニア米イージス・アショ

ア・ミサイル防衛システム」。短距離及び中距離弾道

ミサイルを撃墜可能なＳＭ－３型迎撃ミサイル４４基

（２４基との報道も）を備え，ＮＡＴＯの弾道ミサイ

ル防衛システムの一翼を担う。 

－式典には，ルーマニアからチョロシュ首相，コマネ

スク外相，モトク国防相等が，米国からワーク国防副

長官，クレム駐ルーマニア大使，ファーガソン在欧米

海軍司令官（兼ナポリ統合軍司令官）等が，ＮＡＴＯ

からストルテンベルク事務総長等が出席した。 

 

●要人の主な発言 

【ヨハニス大統領】（式典に先立ち，大統領府におい

てストルテンベルクＮＡＴＯ事務総長の表敬を受け

た） 

「デヴェセルに配備されたミサイル防衛システムは，

純粋に防衛的な性格のみを有し，特定の国に向けられ

たものではなく，攻撃目的に用いられることはな

い。・・・ＮＡＴＯはあらゆる挑戦に備えなければな

らないが，それはロシアのことを指している訳ではな

い。ロシアがこの機会に声を大きくしていることを

我々は知っているが，彼らは我々が知っているのと同

じように同システムがロシアに向けられたものではな

いことをよく知っている。」 

 

【ストルテンベルクＮＡＴＯ事務総長】 

「最高レベルにおいて繰り返してきたことであるが，
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ロシア政府に対して明確にしておかなければならない

ことがある。計画の当初から，ミサイル防衛システム

についてＮＡＴＯは透明性を確保し，ロシアとの対話

と協力を提案してきたが，ロシアは我々の提案に前向

きな反応を示してこなかった。実際，２０１３年にこ

の協力対話を一方的に終了させたのはモスクワの方で

ある。」 

 

【ローズ米国務次官（軍備管理担当）】 

「ロシアは，（ミサイル防衛）システムにより米国及

びＮＡＴＯは同国に脅威を与えていると繰り返してき

ているが，それは間違っている。同システムはそのよ

うな目的で建設されたものでもないし，そもそもその

ような能力を有していない。」 

「イランは引き続き，短距離，中距離，長距離のロケ

ット開発を進めており，それらはルーマニアを含む欧

州の一部や湾岸地域における米国のパートナー諸国に

到達可能である。・・・同システムは，こうしたＮＡ

ＴＯ域外からの脅威に対処するためのものである。」 

 

●ロシアの反応とそれに対するルーマニア反応 

－２７日，プーチン露大統領は，訪問先のアテネにお

いて，ルーマニアへのミサイル防衛システム配備は正

当化されるものではなく，ロシアは自国の安全保障を

確保するために必要な措置を講ずる必要がある旨述べ

た。 

－これに対し，２８日，ルーマニア外務省は，同ミサ

イル防衛システムは防衛的な性格のものであり，プー

チン大統領の同発言は地域の安全保障に対する脅威と

もなり得る旨のプレスリリースを発出した。 

－また，３１日，ヨハニス大統領は，出席した黒海周

辺地域の安全保障に関するシンポジウムにおいて「（デ

ヴェセルの）ミサイル防衛システムはロシアと何の関

係もなく，ロシアの（プーチン大統領による）発言は

誤ったものである。・・・むしろそのような根拠のな

い発言は，黒海周辺地域におけるロシアの態度に対す

るＮＡＴＯによる安全保障上の措置強化を正当化する

ものである」旨発言した。 

 

■リトアニア関係 

・１７－１８日，ヨハニス大統領は，リトアニアを国

賓として訪問し，グリボウスカイテ・リトアニア大統

領と会談したほか，ブトケビチュウス首相及びグロウ

ジニエネ国会議長と会談した。 

 グリボウスカイテ大統領及びブトケビチュウス首相

との会談では，来るＮＡＴＯワルシャワ首脳会合に向

けてルーマニアとリトアニアとの間で地域の安全保障

に関する認識のすりあわせが行われ，ＮＡＴＯ東部方

面におけるＮＡＴＯ部隊のプレゼンス強化の必要性が

確認された。 

 

■中国関係 

・１７日，ルーマニア文化会館（注：およそ日本の国

際交流基金に相当）は中国人民大学との間で，学術交

流と対話の促進に関する協定を締結した。 

 

■チョロシュ首相の「He For She」キャンペーン参加 

・１１日，チョロシュ首相は，国連（ＵＮ Ｗｏｍｅ

ｎ）が進める男女平等推進キャンペーン「HeForShe」

キャンペーンに参加することを自身のフェイスブック

で発表した。同キャンペーンには，ヨハニス大統領や

安倍総理が同キャンペーンを推進する１０の世界指導

者として参加している。 

 

■外国要人の私的訪問 

・１４日，アーデル・ハンガリー大統領は，トランシ

ルバニア地方のスムレウ・チウクで執り行われた中・

東欧最大規模のカトリックの教会行事に参加した。 

・３０日，ルーマニアを私的に訪問したチャールズ英

皇太子殿下は，ヨハニス大統領及びチョロシュ首相と

それぞれ会談した チャールズ皇太子殿下は，２０１

５年，「ウェールズ公基金」によってブラショフ県ヴ

ィスクリ村に設立された「ウェールズ公トレーニン

グ・センター」（民芸品に関する訓練センター）の開

設１周年を祝うためルーマニアを訪れたもの。 

 

■軍事・安全保障関係 

・７日，アフガニスタンに派兵中のルーマニア軍兵士
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２名（ドゥミトレスク二等兵及びヴィズィレアヌ軍曹。

２名とも後に少尉に特進）が，カンダハール郊外の施

設における訓練中にアフガン治安部隊の制服を着た者

の発砲を受け死亡した。 

・１８日，第６回黒海防衛・空域展示会（ＢＳＤＡ２

０１６）が開催された。米州，欧州，アジアの２５か

国から２５０の展示ブースが出店したほか，ブルガリ

ア，クロアチア，エジプト，ＵＡＥ，フランス，ジョ

ージア，モルドバ，タイ及びトルコからは軍関係者が

参加した。同展示会には，装甲兵員輸送車，無人航空

機（ドローン）輸送用ヘリコプター，戦闘機をはじめ

とする最新の防衛装備・技術が展示された。 

・１９日，モトク国防相は英国を訪問し，ファロン英

国防相と会談した。両国防相は，合同軍事演習や訓練

を通じた両国軍隊間の実際的な協力を強化していくこ

とで合意したほか，来るＮＡＴＯワルシャワ首脳会合

における議題について意見を交換した。 

 

経済 

■マクロ経済 

（特に記載のない限り，対前年比又は前年同期比，季

節調整後，出典は国家統計局ＩＮＳ） 

【３月分統計】 

（１）鉱工業 

 ２月 ３月 

工業生産高  ▲０．２％ ▲０．４％ 

工業売上高(名目)  ６．６％ ３．０％ 

工業製品物価指数 ▲３．３％ ▲３．０％ 

新規工業受注高(名目)  ８．７％ ６．６％ 

工業売上高(名目)、新規工業受注高（名目）が減速。 

 

（２）販売 

 ２月 ３月 

小売業売上高 

(自動車・バイクを除く)  

１８．４％ １８．５％ 

自動車・バイク売上高 ９．１％ １２．７％ 

小売業売上高 

（ユーロスタット） 

ユーロ圏 

２．４％ 

EU ２８か国

ユーロ圏 

２．１％ 

EU２８か国 

３．０％ ２．４％ 

自動車・バイク売上が加速。 

なお，小売業売上高（ユーロスタット）対前年同月

比では，ルーマニア（＋１８．４％）が最も増加し，

次いでルクセンブルク（＋１４．８％）及びブルガリ

ア(＋６．２％)。 

 

（３）その他 

建設工事 ２月 ３月 

５．７％ ▲１．９％ 

 建設工事が減速。 

 

（４）輸出入 

輸

出 

２月 ３月 

€48億 1,060万 

（９．４％） 

€４９億１，７４０万 

（２．４％） 

RON216億 2,140万 

（１０．５％） 

RON２１９億５、１４０万 

(３．０％)  

輸

入 

€54億 2,390万 

（１３．３％） 

€５８億９、１３０万 

（５．０％） 

RON243億 6,780万 

(１４．５％) 

RON２６３億１９０万 

(５．６％) 

  

【１月～３月分統計】 

（１） 鉱工業 

 ２月 ３月 

工業生産高  ▲０．５％ ▲０．５％ 

工業売上高(名目)  ２．２％ ２．５％ 

新規工業受注高(名目)  ２．５％ ４．０％ 

新規工業受注高（名目）が若干加速。 

 

（２）販売 

 ２月 ３月 

小売業売上高 

(自動車・バイクを除く)  

１６．９％ １６．９％ 

自動車・バイク売上高 １２．６％ １４．４％ 

自動車・バイク売上高が若干加速。 
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（３）その他 

建設工事  ２月 ３月 

５．３％ ２．０％ 

建設工事が減速。 

 

（４）輸出入 

輸

出 

２月 ３月 

€89億 2,930万 

（４．１％） 

€１３８億４、６３０万 

（３．５％） 

RON402億 7,130万 

（５．０％） 

RON６２２億２、０４０万 

（４．３％） 

輸

入 

€99億 2,280万 

（8.5％） 

€１５８億１,２５０万 

（７．１％） 

RON447億 3,840万 

(９．５％) 

RON７１０億３，３５０万 

(８．０％) 

貿

易

収

支 

▲€９億9,350万 

（▲€4億 2,840万） 

▲€１９億６，６２０万   

（▲€５億８、９３０万） 

▲RON44億6,710万 

（▲RON19億5,970万） 

▲RON８８億１、３１０万 

（▲RON２７億２７０万） 

 

 【４月分統計】 

・消費者物価指数  

 ３月 ４月 

全体 ▲２．９８％ 

（０.１０％ 

対前月比） 

▲３．２５％ 

（▲０．１５％ 

対前月比） 

食料品価格 ▲６．７４％ ▲７．３９％ 

非食料品価格 ▲０．９１％ ▲１．０％ 

サービス価格 ▲０．４７％ ▲０．４３％ 

消費者物価指数 

（ユーロスタット） 

ユーロ圏 

０．０％ 

EU２８か国 

０．０％ 

ユーロ圏 

▲０．２％ 

EU２８か国 

▲０．２％ 

 なお，消費者物価指数（ユーロスタット）対前年同

月比では，ルーマニア（▲２．６％）が最も低く，次

いでブルガリア（▲２．５％）及びキプロス(▲２．１％)。 

 

【その他統計】 

・１２日、２０１５年の中頃より貿易赤字の拡大が気

がかりな問題となっている。２０１５年ルーマニア輸

出入は約１，１７０億５，０００万ユーロで，対前年

比で５．９％増加し，輸出は約５４５億９，０００万

ユーロ（同４．１％増），輸入は約６２９億６，０００

万ユーロ（同７．６％増）であった。貿易収支の赤字

は対前年比で３８％増加した。(ナインオクロック紙） 

・１３日、ＩＮＳは，２０１６年第１四半期のＧＤＰ

成長率を対前年同期比４．３％（季節調整前），及び４．

２％（季節調整後），また対前期比では１．６％（季節

調整後）と発表。（ＩＮＳ） 

 

■ＩＭＦ，国際機関関係 

・欧州復興開発銀行(ＥＢＲＤ)は、２０１６年のルー

マニアの経済成長率予測を３．７％から４％に引き上

げた。２０１７年の予測は３．５％。２０１６年及び

２０１７年の経済成長背景は高い国内需要で、２０１

６年１月の付加価値税率２４％から２０％への引き下

げ、同年５月の最低賃金１９％引き上げ、公共部門給

与引き上げ計画、改善している景況感、低いインフレ

環境が消費を刺激するであろう。(１２日付ズィアル

ル・フィナンチアル紙) 

 

■産業界の動向 

・２日，フランス自動車製造者委員会（ＣＣＦＡ）に

よると、４月におけるフランスでのダチア新規登録台

数は１万１，３３９台になり，前年同月比で０．６％

増加した。フランスの自動車市場全体は６．５％増加

した。１月～４月にかけては，新規登録台数は３万９，

９４２台になり，前年同期比で１１．７％増加した。

フランスの自動車市場全体は７．７％増加した。（ＣＣ

ＦＡ） 

・ミネラルウォーターブランドの AquaCarpatica社（ル

ーマニア）は、２０１１年に設立され、ルーマニア国

内に限らず海外へも商品を輸出している。同社が焦点

をあてている市場は米国、英国、中国に加えて、日本、

湾岸諸国、独、露、ハンガリー、スペイン、モルドバ

共和国。(３日付ズィアルル・フィナンチアル社) 

・４月２９日、カザフスタン KazMunayGas（ＫＭＧ）
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と、中国 China Energy Company Limited(ＣＥＦＣ)は、

ＫＭＧＩ(KMG International、元ルーマニア・ロムペ

トロルグループで、２００７年にＫＭＧが買収)の株式

取引に向けた書面に署名した。ＫＭＧ及びＣＥＦＣの

ＫＭＧＩ株式持ち分はそれぞれ４９％、５１％となり、

今後、ＣＥＦＣが、欧州及びシルクロードの隣接諸国

において投資を行っていくことが同意の一部となって

いる。株式取引が完了するのは２０１６年１０月の見

込み。ＣＥＦＣの支払い額は６億８，０００万ドルで，

今後５年間で３０億ドルの投資を約束した模様。(３日

付アジェルプレス通信) 

・過去２年間において、中国企業はエネルギー、農業

ビジネス、自動車部品等分野の欧州企業を買収した結

果、ルーマニア市場へも進出してきている。直近では

ＣＥＦＣによるＫＭＧＩの５１％株式取得の動きがあ

る。このほか、ルーマニアにおける中国企業として（株

式取得したことによる）、最大穀物輸出企業 Nidera、

食肉加工 Smithfield、自動車部品 Pirelliが挙げられ

る。２００５年当時、ルーマニアにおける中国企業は

約８，１００社、出資額が４億５，０００万レイであ

ったが、２０１５年末時点には１１，０００社、１０

億レイに上っている。(４日付ズィアルル・フィナンチ

アル紙) 

・２０１５年のダチア社の売上高は，１９１億レイ(約

４３億ユーロ)で，２０１４年に比べて１．７６％上昇。

純利益は２０％上昇して４億４，８００万レイで，収

益は１．９８％上昇して１９４億レイ。(９日付ズィア

ルル・フィナンチアル紙) 

・ルーマニア運転免許証・自動車登録局（ＤＲＰＣＩ

Ｖ）によると，４月の新規登録台数は約９，７３７台

で，対前年同月比で１９．９３％増加した。(１１日付

アジェルプレス通信) 

・１８日，ルーマニア自動車生産者輸入業者協会(ＡＰ

ＩＡ)によると，１～４月の車両販売台数は３万６，０

５３台で，対前年同期比で１４．４％増加した。１月

～４月のメーカー別自動車販売は１位がダチア(７，７

５２台)で，次いで Volkswagen(３，０５９台)，

Skoda(２，９４１台)。(ＡＰＩＡ) 

 

■投資関連動向 

・４日，ダイムラー社(独)は，ルーマニアではなく

ポーランドにおいて、投資総額５億ユーロの新たな

エンジン生産工場を設ける旨発表。１，５００人の

雇用創出となる見込み。なお，同発表の一週間前に

はハンガリーの既存工場に６億ユーロの追加投資

を実施することを明らかにしている。ルーマニア自

動車製造者協会のストロエ代表によると，ダイムラ

ー社がルーマニアではなくポーランドを選択した

理由は三つで、インフラの未整備，政府による方針

実行不足，及び過去５年間における職業教育の不足。

２０１６年４月，ダイムラー社はルーマニアのセべ

シュ市の新工場で，メルセデスベンツ用９G-TRONIC

トランスミッションの生産を開始しており，投資額

３億ユーロで，雇用者数は５００人。(ズィアルル・

フィナンチアル紙) 

・１８日、InvestRomania は、外国投資家に対して

ルーマニアの経済や投資情報を提供するためのウ

ェブサイト（www.investromania.gov.ro）を立ち上

げた。（１８日付アジェルプレス通信） 

・InvestRomania は、５月から、月毎に主要産業をひ

とつずつ割り当て、その認知度を高めていく計画を開

始した。５月は情報・通信部門で、６月はバイオ産業。

２０１６年の主要産業は、情報通信、バイオ産業、自

動車、航空、クリエイティブ産業及び農業。(２０日付

アジェルプレス通信) 

 

■公共政策 

・負債免除法案が官報告示された結果、複数の銀行（Ｂ

ＲＤ，Alpha Bank，Bancpost，Garanti Bank，Intesa 

Sanpaolo Bank）が、住宅ローンの頭金金額を引き上げ

ることを発表している。(３日付アジェルプレス通信) 

・ＣＥＣ銀行は、９日より、住宅ローンの頭金金額を

３０％までに引き上げる。(６日付ズィアルル・フィナ

ンチアル紙)  

・ルーマニア政府は、経済に大きなインパクトを与え

る投資を促進するための政府補助金制度（２０１４年

政令第８０７号）の、１年あたりの割り当て額を１億

ユーロから１億４，５００万ユーロに増額することを
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決定。 同補助金の終了時期は２０２０年１２月３１日。

(１１日付アジェルプレス通信) 

・ＢＣＲ銀行は，住宅ローンの頭金金額を１５％から

３０％までに引き上げ，弁済期間を３０年から２５年

に短縮する。(１０日付ズィアルル・フィナンチアル紙) 

・ＩＮＧ銀行は、住宅ローンの頭金金額を１５％から

２５％までに引き上げる。 (１２日付ズィアルル・フ

ィナンチアル紙) 

・１３日，４月２８日にヨハニス大統領に署名された

負債免除法案(law on debt discharge)が，官報告示か

ら１５日目を迎え，５月１３日から施行された。(ズィ

アルル・フィ 

・日本企業であるダイキンのルーマニア子会社は、２

０１５年売上高が１，９００万ユーロで、対前年比で

約２０％増加した。（１８日付ズィアルル・フィナン

チアル紙） 

・１９日，ヨハニス大統領は，公共調達法（２０１６

年法律第９８号）を承認する大統領令に署名し，２３

日に同法が官報告示された。２６日から施行される予

定であったが法律施行規範が未設定であるため、公共

調達法施行は６月１５日まで延期される。（アジェルプ

レス通信） 

・２７日、コステスク運輸相は、６月に運輸マスタ

ープランが政府の承認を受けるだろうと発言。（３

０日付ナインオクロック紙） 

・欧州基金省は，４月末の２００７年から２０１３年

欧州基金執行率を６６．２１％と発表。１月末の６３．

４７％，２月末の６３．４８％，３月末の６５．８０％

から上昇した。(欧州基金省) 

ナンチアル紙) 

 

■財政政策 

・２５日，公共財務省は，４月末のルーマニアの財政

収支は約１億２，７２０万レイ（約２，８２６万ユー

ロ），対ＧＤＰ比で０．０２％の黒字であったと発表。

前年同月末の財政収支は約５９億６，２１０万レイ（約

１３億２，５００万ユーロ），対ＧＤＰ比で０．８５％

の黒字であった。(公共財務省) 

 

■金融等 

・１日，４月末の外貨準備高は３１４億７，１００万

ユーロ（３月末の３１２億８，２００万ユーロから減

少），金準備高は１０３．７トンで不変。(ＢＮＲ) 

・１３日，２月末の経常収支等について次のとおり発

表。 

(1) 経常収支は１４億７，２００万ユーロの赤字。な

お，前年同期には５億２，４００万ユーロの黒字であ

った。 

(2) 外国直接投資 (ＦＤＩ) は，７億７，５００万ユ

ーロ。なお前年同期は８億８，５００万ユーロ。 

(3) 中長期対外債務は，２０１５年末から０．４％減

少し，７０４億１，４００万ユーロ (対外債務全体の

７９．１％) 。 

(4) 短期対外債務は，２０１５年末から３．８％減少

して，１８５億９，７００万ユーロ (対外債務全体の

２０．９％) 。(ＢＮＲ) 

・５日，ルーマニア中央銀行は，政策金利を年率１．

７５％で据え置くことを決定した。(ＢＮＲ） 

 

■労働・年金問題等 

・４月２９日，ＩＬＯ基準による３月末の失業率は，

２０１５年３月及び２０１６年２月末の失業率と比べ

て０．１％ポイント低下し，６．４％となった。(ＩＮ

Ｓ) 

・１日より、月額平均賃金が１，０５０レイ(約２３９

ユーロ)から１，２５０レイ(約２８４ユーロ)に引き上

げられた。(ホットニュース通信) 

・９日，３月の平均給与(グロス)は，２，８２９レイ(約

６２８ユーロ)で，対前月比で５．１％増加。平均給与

(手取り) は２，０５１レイ (約４５５ユーロ) で，対

前月比で５．２％増加。なお，平均給与(手取り)が最

も高かった業種は，たばこ製造業(６，３４７レイ，約

１，４１０ユーロ)で，反対に最も低かったのは宿泊・

飲食業(１，１６１レイ，約２５８ユーロ)。(ＩＮＳ) 

 

■格付（２０１６年６月１０日付） 

Fitch 外貨建長期(国債) ＢＢＢ－ (安定的） 

    自国通貨建長期  ＢＢＢ  (安定的) 
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Ｓ＆Ｐ 外貨建長期    ＢＢＢ－（安定的） 

自国通貨建長期  ＢＢＢ－（安定的） 

 

ＪＣＲ 外貨建長期    ＢＢＢ  (安定的） 

自国通貨建長期  ＢＢＢ+ （安定的） 

（内はアウトルック） 

 

我が国との関係 

・１３日，ルーマニア・アメリカン大学でシンポジウ

ム「Japan-Romania Cross Points in Global Context」 

が開催された。 

・１５日，ルーマニア・アメリカン大学で「春ウララ

グランフェスタ」が実施された。 


